
別紙２

法令 業務内容 本県利用事務  番号利用法

1 第 1 号 新型インフルエンザ等対策特別措置法 予防接種対象者確認 ○

2 第 1 号の 2 災害対策基本法 災害被災者安否情報回答

3 第 1 号の 3 災害救助法 扶助金の支給 ○

4 第 1 号の 4 被災者生活再建支援法 被災者生活再建支援金支給 ○

5 第 1 号の 5 特定非営利活動促進法 NPO法人認証 ○

6 第 2 号 労働金庫法 労働金庫代理業届出

7 第 3 号 貸金業法 貸金業者登録

8 第 3 号の 2 公金受取口座登録法 特定公的給付の情報管理対象の確認 ○

9 第 4 号 恩給法 恩給給付 ○

10 第 4 号の 2 地方税法、静岡県税賦課徴収条例 県税賦課徴収、犯則事件 ○ ○

11 第 4 号の 3 地方法人特別税暫定措置法 地方法人特別税賦課徴収、犯則事件 ○ ○

12 第 5 号 消防法 危険物取扱者・消防施設士免状交付 ○

13 第 6 号 旅券法 一般旅券(ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ)発給 ○

14 第 6 号の 2 高等学校等就学支援金支給法 高等学校等就学支援金交付 ○ ○

15 第 6 号の 3 予防接種法 予防接種対象者確認 ○

16 第 6 号の 4 感染症予防法 感染症療養費支給 ○

17 第 6 号の 5 難病患者医療法 特定医療費支給 ○ ○

18 第 7 号 原子爆弾被爆者援護法 原子爆弾被害手当給付 ○

19 第 7 号の 2 原子爆弾被爆者援護法 一般疾病医療費支給

20 第 7 号の 3 雇用対策法 職業転換給付金支給

21 第 8 号 職業能力開発促進法 職業訓練指導員免許交付

22 里親認定、小児慢性医療費助成、療育給付、児童措置費

障害児施設給付費支給、入所措置

23 第 8 号の 3 児童福祉法 母子生活支援施設、助産施設入所 ○ ○

24 第 9 号 児童扶養手当法 児童扶養手当給付 ○ ○

25 第 9 号の 2 児童手当法 職員児童手当認定・受給 ○

26 第 9 号の 3 母子父子寡婦福祉法
母子父子寡婦福祉資金貸付、母子父子家庭自立支援給付金、家庭
日常生活支援事業

○ ○

27 第 9 号の 4 生活保護法 生活保護 ○ ○

28 第 9 号の 5 身体障害者福祉法 身体障害者手帳交付 ○ ○

29 第 9 号の 6 精神保健障害者福祉法 精神障害者保健福祉手帳交付、措置入院 ○ ○

30 第 9 号の 7 知的障害者福祉法 療育手帳交付 ○ ○

31 第 10 号 特別児童扶養手当支給法
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉
手当の支給

○ ○

32 第 10 号の 2 障害者支援法 精神障害者通院医療費公費負担事務 ○ ○

33 第 10 号の 3 中国残留邦人等自立支援法 中国残留邦人永住帰国援護事務（永住帰国者） ○ ○

34 第 10 号の 4 戦傷病者戦没者遺族等援護法 戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金等進達事務 ○ ○

35 第 10 号の 5 未帰還者留守家族等援護法
遺骨・遺留品伝達事務（未帰還者留守家族等援護法による手
当等の支給）

○ ○

36 第 10 号の 6 戦没者妻特別給付金支給法 戦没者等の妻に対する特別給付金支給事務 ○ ○

37 第 10 号の 7 戦傷病者特別援護法
戦傷病者に対する療養の給付等支給事務、戦傷病者手帳交付
事務

○ ○

38 第 10 号の 8 戦没者遺族特別弔慰金支給法 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給事務 ○ ○

(法定事務)

住基法
別表第５

第 8 号の 2 児童福祉法 ○ ○
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39 第 10 号の 9 戦傷病者妻特別給付金支給法 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給事務 ○ ○

40 第 10 号の 10 戦没者父母特別給付金支給法 戦没者の父母等に対する特別給付金支給事務 ○ ○

41 第 10 号の 11 卸売市場法 卸売市場の認定

42 第 11 号 家畜商法 家畜商登録 ○

43 第 12 号 林業種苗法 林業種苗生産事業者登録

44 第 13 号 森林法 保安林指定、解除許可

45 第 14 号 計量法 特定計量器製造・販売事業届出

46 第 15 号 大規模小売店舗立地法 大規模小売店舗立地届出 ○

47 第 16 号 フロン類使用管理法 フロン回収業登録 ○

48 第 17 号 火薬類取締法 火薬類製造保安責任者免状交付

49 第 18 号 電気工事士法 電気工事士免許登録 ○

50 第 19 号 電気工事業法 電気工事業登録 ○

51 第 20 号 液化石油ガス適正化法 液化石油ガス設備士免状交付

52 第 21 号 建設業法 建設業許可 ○

53 第 22 号 浄化槽法 浄化槽工事業登録 ○

54 第 23 号 建設工事資材再資源化等法 解体工事業者登録 ○

55 第 24 号 宅地建物取引業法 宅地建物取引業免許、宅地建物取引主任者登録 ○

56 第 25 号 旅行業法 旅行業、旅行代理業登録

57 第 25 号の 2 住宅宿泊事業法 住宅宿泊事業を営む旨の届出

58 第 26 号 通訳案内士法 通訳案内士登録 ○

59 第 27 号 不動産鑑定評価法 不動産鑑定業者登録 ○

60 第 28 号 公営住宅法 公営住宅入居者資格確認 ○ ○

61 第 28 号の 2 住宅地区改良法 公営住宅入居審査 ○

62 第 28 号の 3 特定優良賃貸住宅供給促進法 特定優良賃貸住宅入居審査 ○

63 第 29 号 高齢者居住安定確保法 終身建物賃貸借事業認可

64 第 30 号 建築基準法 建築基準適合判定資格者登録

65 第 31 号 建築士法 建築士免許交付、建築士事務所登録

66 第 32 号 公害健康被害の補償等に関する法律 公害健康被害補償給付

67 第 33 号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃棄物処理認定審査

68 第 34 号 福島復興再生特別措置法 対象者確認

６８事務 ３９事務

法令 業務内容
本県利
用事務

番号
利用法

1 第 1 号 公金受取口座登録法 特定公的給付の情報管理対象の確認 ○

2 第 2 号 特別支援学校就学奨励法 就学奨励費支給 ○

3 第 3 号 学校保健安全法 医療費用援助 ○ ○

4 第 4 号 高等学校等就学支援金支給法 高等学校就学支援金支給 ○ ○

5 第 5 号 児童手当法 児童手当認定・受給 ○

５事務 ２事務

合　計

住基法
別表第６

合　計
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別紙３

(県独自利用（条例対象）事務)

法令等 利用事務内容

1 第 1 号 静岡県恩給条例 恩給給付

2 第 2 号 静岡県浄化槽保守点検業者登録条例 浄化槽保守点検業者登録

3 第 3 号 静岡県私立高等学校等学び直し支援金事務処理要綱 学び直し支援金

4 第 4 号 静岡県私立高等学校等奨学給付金助成事業実施要綱 奨学給付金

5 第 4 号の2静岡県私立高等学校授業料減免事業費補助金交付要綱 私立高等学校授業料減免補助金

6 第 4 号の3静岡県私立専修学校等授業料減免事業費補助金交付要綱 私立専修学校等授業料減免補助金

7 第 5 号 鳥獣保護法 狩猟免許等変更届出

8 第 6 号 児童扶養手当法 児童扶養手当過誤払返納金

9 第 7 号 母子父子寡婦福祉法 福祉資金貸付金償還

10 第 8 号 戦傷病者特別援護法 戦傷病者手帳

11 第 9 号 介護保険法 介護支援専門員資格

12 第 10 号 静岡県心身障害者扶養共済制度条例 心身障害者扶養共済

13 第 11 号 原子爆弾被爆者援護法 被爆者健康手帳交付

静岡県看護職員修学資金貸与規則
静岡県看護職員特別修学資金貸与規則

看護職員修学資金

静岡県介護福祉士修学資金貸与規則 介護福祉士修学資金貸与

15 第 13 号 医薬品医療機器等法 配置従事者身分証明書発行

16 第 14 号 農薬取締法 農薬販売者届出

17 第 15 号 肥料の品質の確保等に関する法律 肥料生産登録

18 第 16 号 漁業法 漁業調整

19 第 17 号 漁船法 漁船登録

20 第 18 号 遊漁船業適正化法 遊漁船業者登録

21 第 19 号 採石法 採石業者登録

22 第 20 号 砂利採取法 砂利採取業者登録

23 第 21 号 静岡県屋外広告物条例 屋外広告業登録

２３事務

法令等 提供事務内容

1 第 1号 1項 静岡県教職員退隠料条例 退隠料給付

2 第 2項 静岡県高等学校等教育資金及び高等学校等奨学金貸与規則 教育資金・奨学金

3 第 3項 静岡県高等学校定時制課程及び通信制課程修学資金貸与規則 修学資金

4 第 4項 静岡県公立高等学校等学び直し支援金事務処理要綱 学び直し支援金

5 第 5項 静岡県高等学校等奨学給付金事務処理要綱 奨学給付金

6 第 6項 高等学校定時制の課程及び通信制の課程修学補助金交付要綱 定時通信制就学補助金

7 第 7項 高等学校遠距離通学費補助金交付要綱 遠距離通学費補助金

8 第 8項 静岡県公立高等学校等専攻科修学支援金事務処理要綱 専攻科修学支援金

9 第 9項 静岡県特別支援教育就学奨励費補助金事務処理要綱事務処理要綱 特別支援教育就学奨励費補助金

10 第 2 号 地方自治法 住民監査請求

11 第 3 号 道路交通法 放置違反金徴収

１１事務

合計

独自利用条例
別表第２

合計

独自利用条例
別表第１

14 第 12 号

住民基本台帳ネットワークシステム 本人確認情報の利用可能な県事務一覧 【条例事務】
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マイナンバー利用事務において利用する情報とシステム

・ マイナンバー利用事務（独自利用事務を含む）では、次表①②の情報を取り扱う必

要がある。

・ 番号利用法及び住基法に規定された事務では、①②の情報を法律に基づき利用でき

るが、両法に定めのない独自の事務で①②の情報を利用するためには、「①②の情報

を利用できる事務」として各条例に規定する必要がある。

・ なお、マイナンバー利用事務においては、本人確認措置（番号確認及び身元確認）

が義務付けられている。

・ この本人確認措置については、マイナンバーカード又は通知カード若しくはマイナ

ンバーが記載された住民票の写しにより確認することとされているが、これらが困難

であると認められる場合は、住基ネット等により確認を行う必要がある。

【ネットワーク（システム）のイメージ】

利用する情報 使用するシステム

① 本人確認情報（氏名･生年月日･性別･住所及びマイナンバー）
・根拠条例：静岡県本人確認情報の利用及び提供に関する条例

住民基本台帳ネットワー

クシステム（住基ネット）

② 本人確認情報以外の個人情報
・根拠条例：行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第９条第２項に基づく個人番号の利用等に関す

る条例

情報提供ネットワークシ

ステム

住民基本台帳
ネットワーク

・氏名、性別、生年月日、住所
（基本４情報）の確認

・マイナンバーの確認

基本４情報以外の
個人情報の照会や提供

マイナンバー
利用事務

住基ネット
サーバ

静岡県

マイナンバー
利用事務

国、他県、市区町村等

マイナンバー制度の
情報提供ネットワーク

（別紙４）
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「マイナンバー（個人番号）及び住民基本台帳ネットワークシステムの

独自利用に係る条例改正等の骨子案」に関する県民意見提出手続の結果

知事直轄組織デジタル戦略局デジタル戦略課

経営管理部地域振興局市町行財政課

１ 意見募集の期間

令和４年 12 月２日（金）から令和４年 12 月 21 日（水）まで

２ 意見の提出の状況

意見提出件数１件

以 上

意 見 県の考え方（回答）
意見を受けての

案の修正方針

県民にメリットがあるので政策を進め

てほしい。県民視点で、マイナスの印

象はなく、改善、改革に努力してほし

い。

一部で個人情報流出や情報漏えい等、

セキュリティーへの不安を抱く声もあ

るが、過度な不安や誤解を解き、利便

性の向上に取り組むべき。

マイナンバー等の独自利用におい

ては、県民の皆様が安心して利用い

ただけるよう、引き続き適切な運用

に努めるほか、更なる利便性向上に

資する取組を検討してまいります。

修正なし
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令 和 ４ 年 12 月 日

静岡県知事 川勝 平太 様

静岡県本人確認情報保護審議会

会長 麻生 絵美

住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用について(答申)

令和４年12月 22 日付け地市第 661 号により諮問のあったことについては、慎

重に審議した結果、次の事務について本人確認情報を利用することが適当と認め

ます。

１ 対象とする事務 生活に困窮する外国人に対して行われる生活保護法に

よる保護等に準じた措置の実施に関する事務

（案）
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